
国分シビックセンター全景

国分市夏まつり   ７／１９～２０

 平成15年7月10日(木) 午後１時30分
 国分シビックセンター多目的ホール



第４回姶良中央地区合併協議会会議次第 
 

日時 平成１５年７月１０日（木）午後１時 30から 

場所 国分シビックセンター多目的ホール 

 

1. 開 会 

2. 会長あいさつ 

3. 諸般の報告 

4. 議 事 

   協議第３号 合併協定項目について 

   

５ 次回の協議事項について（提案説明） 

   協議第４号 合併の方式について（協定項目１） 

  協議第５号 合併の期日について（協定項目２） 

 

６ その他（次回開催日程の連絡など） 

７ 閉 会 

 

 

 

 

 

＜配布資料＞ 

・ 第４回会議資料 

 

 

＜次回の協議会の開催日程＞ 
 第５回協議会は、７月２４日（木）午後１時３０分から国分シビックセンター多目的

ホールで開催いたします。 
 



諸般の報告（協議会の行事や事務局の動き） 
 

期 日 内          容 備 考 

６月２６日 第３回協議会・行政視察（国分市、霧島町、牧園町、横川町）  
７月 １日 まちづくりフォーラム第２回会議 計画班 
 住民アンケート調査用紙回収 計画班 
 事務事業一元化洗出し作業各市町入力説明（７／１～２） 調整班 
７月 ３日 第４回幹事会  
７月 ４日 首長ヒアリング（溝辺町、隼人町、福山町、国分市） 計画班 
７月 ７日 首長ヒアリング（霧島町、牧園町、横川町） 計画班 
７月１０日 第４回協議会  
７月１１日 専門部会長・副部会長合同会議 調整班 
７月１６日 まちづくりフォーラム第２回会議 計画班 
７月１７日 第５回幹事会  
７月２２日 第３回プロジェクト・ワーキング合同会議 計画班 
７月２４日 第５回協議会  
※ 網掛け部分は、予定です。 



協議第４号 

 

 

 

合併の方式について(協定項目１) 

 

 

 

合併の方式について、次のとおり協議を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年７月２４日提出 

姶良中央地区合併協議会 

会長  鶴丸 明人 

国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町及び福山町を廃し、その区域

をもって新しい市を設置する新設合併とする。 



 
姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
調
整
内
容

 
参
考
資
料

 

協
議
事
項

 
 

 
 

 
 

 
１

 
合
併
の
方
式

 
関
係
項
目

 
 

 
 

 
 

 
 

調
整
の
内
容

 
国
分
市
、
溝
辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人
町
及
び
福
山
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
。

 

 

項
目

 
 

 
 

 
 

 
新
設
合
併

 
 

 
 

 
 

 
編
入
合
併

 
 

 
 

 
 

 
定

義
 

 
 

 
 

 
 

二
以
上
の
市
町
村
を
廃
し
て
、
そ
の
区
域
に
新
た
に
一
つ
の
市
町
村
を
置
く
こ

と
。

 
一
以
上
の
市
町
村
を
廃
し
て
、
そ
の
区
域
を
他
の
市
町
村
の
区
域
に
編
入
す
る
こ

と
。

 
市
町
村
の
法
人
格

 
合
併
関
係
市
町
村

(合
併
前
の
市
町
村

)の
法
人
格
は
す
べ
て
合
併
と
同
時
に

消
滅
し
、
新
し
い
市
町
村
の
法
人
格
が
発
生
す
る
。

 
編
入
す
る
市
町
村
の
法
人
格
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
法
人

格
は
合
併
と
同
時
に
消
滅
す
る
。

 
名
称

 
新
た
に
制
定
す
る
。

 
編
入
す
る
市
町
村
名
称
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
新
た
に
制
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
事
務
所
の
位
置

 
合
併
関
係
市
町
村
の
す
べ
て
の
地
域
か
ら
住
民
の
利
便
性
等
を
考
慮
し
て
決

定
す
る
。

 
通
常
は
編
入
す
る
市
町
村
の
事
務
所
の
位
置
と
す
る
。

 

首
長
の
身
分

 
合
併
関
係
市
町
村
す
べ
て
の
法
人
格
が
消
滅
す
る
こ
と
に
伴
い
、
す
べ
て
の

首
長
が
合
併
の
日
の
前
日
に
そ
の
身
分
を
失
う
。
新
首
長
は
、
新
し
い
市
町

村
に
よ
る
選
挙
で
選
任
さ
れ
る
。

 

編
入
す
る
市
町
村
の
首
長
の
身
分
に
変
更
は
な
く
、
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
首
長

は
す
べ
て
の
合
併
の
日
の
前
日
に
そ
の
身
分
を
失
う
。

 

原
則  

合
併
の
日
の
前
日
に
す
べ
て
の
議
員
は
失
職
す
る
。
新
市
の
法
定
数
（
３
４

人
）に
よ
る
設
置
選
挙
を
行
う
。

 
編
入
す
る
市
町
村
の
議
員
は
在
任
し
、
編
入
さ
れ
る
（
消
滅
す
る
）
市
町
村
の
議
員

は
合
併
の
日
の
前
日
に
失
職
す
る
。
（
著
し
い
人
口
増
の
場
合
は
増
員
選
挙
を
行

う
。
）
 

議
員
の
身
分

 

特
例  

次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
①
設
置
選
挙
に
お
い
て
、
新
設
合
併
の
特
例
定
数
（
法
定
数
の
２
倍
（
6
８
人
）

ま
で
）
と
す
る
。

 
②
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
で
新
市
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
最
長
２
年
間
在
任
す
る
。
（
１
２
０
人
が
最
長
２
年

間
）
 

次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
①
増
員
選
挙
及
び
こ
れ
に
続
く
最
初
の
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
編
入
合
併
の
特
例

定
数
と
す
る
。
（
増
加
分
は
編
入
さ
れ
た
区
域
に
配
分
）
 

②
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
で
新
市
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を

有
す
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
編
入
す
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
残
任
期
間
だ
け
在

任
す
る
。
こ
の
場
合
、
更
に
最
初
の
一
般
選
挙
に
お
い
て
編
入
合
併
の
特
例
定
数

を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
原
則  
合
併
の
日
の
前
日
に
す
べ
て
の
委
員
は
失
職
す
る
。
新
た
に
選
挙
及
び
選
任

に
よ
り
委
員
を
選
出
す
る
。

 
編
入
す
る
市
町
村
の
委
員
は
そ
の
ま
ま
在
任
し
、
編
入
さ
れ
る
（
消
滅
す
る
）
市
町

村
の
委
員
は
合
併
の
日
の
前
日
に
失
職
す
る
。

 
農
業
委
員
の
身
分

 

特
例  

合
併
関
係
市
町
村
の
委
員
（
選
挙
）
の
う
ち
新
市
の
農
業
委
員
会
の
被
選
挙

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
１
０
人
～
８
０
人
の
範
囲
で
１
年
以
内
の
間
在
任

で
き
る
。

 

編
入
さ
れ
る

(消
滅
す
る

)市
町
村
の
委
員

(選
挙

)の
う
ち
、
新
市
の
農
業
委
員
会
の

委
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
４
０
人
ま
で
の
範
囲
で
編
入
す
る
市

町
村
の
委
員
の
残
任
期
間
在
任
で
き
る
。

 
一
般
職
の
職
員
の
身
分

 
市
町
村
の
法
人
格
の
消
滅
に
よ
り
そ
の
身
分
を
失
う
こ
と
と
な
る
が
、
合
併
特
例

法
の
規
定
に
よ
り
、
新
し
い
市
町
村
に
身
分
が
引
き
継
が
れ
る
。

 
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
職
員
は
身
分
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
合
併
特
例
法
の
規
定

に
よ
り
編
入
す
る
市
町
村
に
引
き
継
が
れ
る
。

 
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

 
市
町
村
の
法
人
格
の
消
滅
に
よ
り
合
併
の
日
の
前
日
に
そ
の
身
分
を
失
う
。

 
※
行
政
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
下
記
に
つ
い
て
は
、
新
市
長
の
就
任
を
待
た

ず
、
正
規
の
手
続
に
よ
る
委
員
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
委
員
を
定
め
る
特

別
選
任
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
○
教
育
委
員
会

 
○
選
挙
管
理
委
員
会

 
○
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

 

編
入
す
る
市
町
村
の
特
別
職
は
職
員
の
身
分
に
変
更
な
く
、
編
入
さ
れ
る
市
町
村

の
特
別
職
は
す
べ
て
合
併
の
日
の
前
日
に
そ
の
身
分
を
失
う
。

 

条
例
・規
則
等
の
取
扱
い

 
合
併
関
係
市
町
村
の
条
例
・
規
則
は
す
べ
て
失
効
し
、
新
た
に
制
定
す
る
こ
と

と
な
る
。

 
編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
条
例
・
規
則
は
失
効
し
、
基
本
的
に
は
編
入
を
す
る
市
町

村
の
条
例
・
規
則
に
統
一
さ
れ
る
。

 

 



「合併の方式」に関する他地区の状況 
 

県外先進事例（平成１１年から平成１５年４月１日までに合併したもの） 
［新設合併したもの］ 
都道府県名 新市町村名 形式 合併年月日 旧市町村名 

兵庫県 篠山市 新設 H11. 4. 1 篠山町、西紀町、丹南町、今田町 

東京都 西東京市 新設 H13. 1.21 田無市、保谷市 

埼玉県 さいたま市 新設 H13. 5. 1 浦和市、大宮市、与野市 

香川県 さぬき市 新設 H14. 4. 1 津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町 

沖縄県 久米島町 新設 H14. 4. 1 仲里村、具志川村 

山梨県 南部町 新設 H15. 3. 1 南部町、富沢町 

群馬県 神流町 新設 H15. 4. 1 万場町、中里村 

山梨県 南アルプス市 新設 H15. 4. 1 
八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町 

甲西町 

岐阜県 山県市 新設 H15. 4. 1 高富町、伊自良村、美山町 

静岡県 静岡市 新設 H15. 4. 1 静岡市、清水市 

広島県 大崎上島町 新設 H15. 4. 1 大崎町、東野町、木江町 

香川県 東かがわ市 新設 H15. 4. 1 白鳥町、大内町 

熊本県 あさぎり町 新設 H15. 4. 1 上村、免田町、岡原村、須恵村、深田村 

福岡県 宗像市 新設 H15. 4. 1 宗像市、玄海町 

宮城県 加美町 新設 H15. 4. 1 中新田町、小野田町、宮崎町 

 
［編入合併したもの］ 
都道府県名 新市町村名 形式 合併年月日 旧市町村名 

新潟県 新潟市 編入 H13. 1. 1 新潟市、黒埼町 

茨城県 潮来市 編入 H13. 4. 1 潮来町、牛堀町 

岩手県 大船渡市 編入 H13.11.15 大船渡市、三陸町 

茨城県 つくば市 編入 H14.11. 1 つくば市、茎崎町 

広島県 福山市 編入 H15. 2. 3 福山市、内海町、新市町 

広島県 廿日市市 編入 H15. 3. 1 廿日市市、佐伯町、吉和村 

広島県 呉市 編入 H15. 4. 1 呉市、下蒲刈町 

愛媛県 新居浜市 編入 H15. 4. 1 新居浜市、別子山村 

 

 

県内先進事例（６月３０日現在） 
［新設合併を決定したもの］ 

法定協議会名 形式 決定年月日 構成市町村名 

川西薩地区法定合併協議会 新設 H15. 3.28 
川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町 

祁答院町、里村、上甑村及び鹿島村 

日置合併協議会 新設 H15. 4.16 
市来町、東市来町、伊集院町、日吉町 

吹上町及び金峰町 

指宿地区４市町合併協議会 新設 H15. 3. 24 指宿市、開聞町、山川町及び頴娃町 

薩摩東部地区合併協議会 新設 H15. 6. 11 宮之城町、鶴田町及び薩摩町 

姶良西部合併協議会 新設 H15. 5. 20 姶良町、蒲生町及び加治木町 

肝属東部合併協議会 新設 H15. 5. 14 東串良町、高山町、串良町及び内之浦町 

 

［編入合併を決定したもの］ 

法定協議会名 形式 決定年月日 構成市町村名 

鹿児島地区合併協議会 編入 H15. 1.31 
鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町 

及び郡山町 

 



協議第５号 

 

 

 

合併の期日について(協定項目２) 

 

 

 

合併の期日（方針案）について、次のとおり協議を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年７月２４日提出 

姶良中央地区合併協議会 

会長  鶴丸 明人

合併の期日は、平成１７年(西暦２００５年)２月を目標とし、当協議会の協議の進

捗や、合併に向けた態勢整備の状況及び国の制度、手続の改正の状況などを見なが

ら、日にちも含め、別途定めるものとする。 

なお、姶良中央地区合併準備協議会でも、全体スケジュールの中で、平成１７年２

月を確認している。 



姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
調
整
内
容

参
考
資
料

協
議

事
項

２
 
 
合
併
の
期
日

関
係

項
目

調
整

の
内

容

Ⅰ
合
併
期
日
設
定
の
留
意
点

１
 
市
町
村
が
合
併
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
手
続
等
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
点
を
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
資
料
１
）

（
１
）

 
合
併
関
係
市
町
村
で
の
議
決

（
２
）

 
都
道
府
県
知
事
へ
の
合
併
申
請

（
３
）

 
都
道
府
県
知
事
か
ら
総
務
大
臣
へ
の
協
議

（
４
）

 
都
道
府
県
議
会
で
の
議
決

（
５
）

 
知
事
の
合
併
決
定

（
６
）

 
総
務
大
臣
へ
の
届
出
（
都
道
府
県
知
事
）

（
７
）

 
総
務
大
臣
が
官
報
に
告
示

２
 
合
併
特
例
法
の
支
援
措
置
を
受
け
る
形
で
の
合
併
を
す
る
た
め
に
は
、
平
成

1
7
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
合
併
す
る
必
要
が
あ
る
。

３
 
合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
手
続
・
制
度
的
な
留
意
点
に
加
え
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
も
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
１
）

 
住
民
と
の
意
見
交
換
及
び
合
意
形
成
に
要
す
る
時
間

（
２
）

 
合
併
期
日
が
住
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

（
３
）

 
合
併
時
に
予
定
さ
れ
る
事
務
事
業
ま
た
は
公
的
行
事
と
の
関
係

（
４
）

 
協
議
会
の
協
議
の
進
捗
状
況

（
５
）

 
首
長
・
議
会
議
員
の
任
期
 
（
資
料
２
）

（
６
）

 
合
併
時
の
事
務
処
理
・
引
継
ぎ
の
利
便
性
等

（
７
）

 
地
方
制
度
調
査
会
の
報
告
を
受
け
て
の
現
行
法
の
改
正
動
向

Ⅱ
合
併
期
日
設
定
の
基
本
的
な
考
え
方

（
１
）

 
合
併
協
議
の
進
捗
及
び
合
併
に
向
け
た
態
勢
整
備
、
国
の
制
度
等
の
改
正
を
勘
案
し
、
合
併
期
日
は
合
併
特
例
法
期
限
日
ま
で
の
間
で
設
定
す
る
。

（
２
）

 
合
併
期
日
の
設
定
に
よ
っ
て
生
じ
る
様
々
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
勘
案
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
期
日
を
検
討
す
る
。

（
３
）

 
円
滑
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
の
電
算
シ
ス
テ
ム
の
移
行
稼
働
、
職
員
の
配
置
換
え
、
移
転
等
の
準
備
作
業
を
考
慮
し
、
合
併
期
日
を
休
日

 
 

 
 
の
翌
日
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
。

 
合
併
の
期
日
は
平
成
１
７
年
（
西
暦
２
０
０
５
年
）
２
月
を
目
標
と
し
、
当
協
議
会
の
協
議
の
進
捗
や
、
合
併
に
向
け
た
態
勢
整
備

の
状
況
及
び
国
の
制
度
、
手
続
の
改
正
の
状
況
な
ど
を
見
な
が
ら
、
日
に
ち
も
含
め
、
別
途
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
な
お
、
姶
良
中
央
地
区
合
併
準
備
協
議
会
で
も
、
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
、
平
成
１
７
年
２
月
を
確
認
し
て
い
る
。

留
 

 
 
意
 

 
 
事

 
 
 
項

 
 
 
及

 
 

 
び

 
 

 
基
 

 
 
本
 

 
 
的

 
 
 
な
 
 

 
考
 

 
 
え
 
 

 
方



 

資料１

      合併関係市町村    都道府県知事

   市の廃置分合の場合のみ

    おおむね４０日

   おおむね20日

             直ちに

  総 務 大 臣

合 併 協 定 書 調 印 後 の 合 併 の 手 続 の 概 要

Ａ市議会
の議決

Ｂ町議会
の議決

合併申請書の作成 申請書の受理 協議

同意

都道府県議会
の議決

合併（廃置分
合）の決定

届出

○協議書類の
  チェック

○届出書類のチェック
○議決内容のチェック
○決定内容のチェック

告示合併（廃置分合）の効力発生

  合  併
国の関係行
政機関の長
へ通知
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1
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1
2

3

国
分
市
（
１
期
）

H
1
8
.1

0
.8

溝
辺
町
（
１
期
）

H
1
8
.6

.1
9

横
川
町
（
１
期
）

H
1
7
.4

.1
4

牧
園
町
（
２
期
）

H
1
6
.2

.2
0

霧
島
町
（
３
期
）

H
1
9
.4

.3
0

隼
人
町
（
２
期
）

H
1
7
.9

.3

福
山
町
（
２
期
）

H
1
8
.1

2
.1

6

国
分
市

H
1
8
.5

.2
7
ま
で

溝
辺
町

H
1
9
.4

.3
0

横
川
町

H
1
9
.4

.3
0

牧
園
町

H
1
9
.4

.3
0

霧
島
町

H
1
9
.4

.3
0

隼
人
町

H
1
9
.4

.2
9

福
山
町

H
1
9
.4

.2
9

議
会

議

員
任

期

平
 

 
成

 
 
１
８

 
 
年

 
 
度

平
 

 
成

 
 
１
９

 
 
年

 
 
度

各
 

 
市

 
 
町

 
 
首

 
 
長

 
・
 
議

 
 
員

 
 
任

 
 
期

首
長

任
期

平
 

 
成

 
 
１
５

 
 
年

 
 
度

平
 

 
成

 
 
１
６

 
 
年

 
 
度

平
 

 
成

 
 
１
７

 
 
年

 
 
度



平成15年４月

平成15年５月

平成16年７月

平成16年８月

平成16年９月

平成16年10月 県 知 事 へ 申 請

総 務 大 臣 協 議

（おおむね４０日）

県議会の議決・県知事の決定

平成17年１月

総務大臣へ届出・総務大臣告示

（おおむね２０日）

平成17年１月

平成17年２月

平成17年３月

合 併 施 行

姶良中央地区合併協議会の合併までの主な流れ

合
併
準
備
作
業

姶 良 中 央 地 区 合 併 協 議 会 設 置

新 市 ま ち づ く り 計 画 の 策 定 協 議

合 併 協 定 項 目 の 協 議

合 併 協 定 書 の 調 印

各 市 町 議 会 議 決



平
成

1
5
年

7
月

1
日
現
在

協
 

 
 
議

 
 

 
会

 
 

 
名

法
定
協
設
置
日

構
 
成

 
市

 
町

 
村

人
口

合
併
方
式

合
併
の
期
日

協
 
議

協
 

 
 
議

 
 

 
時

 
 

 
期

鹿
児
島
地
区
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

1
月

2
4
日
鹿
児
島
市
、
吉
田
町
、
桜
島
町
、
喜
入
町
、
松
元
町
、
郡
山

町
（
１
市
５
町
）

6
0
3
,6

7
9
編
入

平
成

1
6
年

1
1
月

1
日

済
第
２
回
協
議
会

(H
1
5
.2

.1
4
) 
第
９
号
議
案

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

平
成

1
4
年

1
2
月

2
5
日
川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来
町
、
東
郷
町
、
祁
答

院
町
、
里
村
、
上
甑
村
、
鹿
島
村
（
２
市
４
町
３
村
）

1
2
8
,9

9
0
新
設

平
成

1
6
年

1
0
月

1
2
日

済
第
４
回
協
議
会

(H
1
5
.3

.2
8
) 
第
１
２
号
議
案

指
宿
地
区
４
市
町
村
合
併
協
義
会

平
成

1
5
年

1
月

3
0
日
指
宿
市
、
山
川
町
、
頴
娃
町
、
開
聞
町
（
１
市
３
町
）

6
2
,4

0
9
新
設

平
成

1
7
年

1
月

1
日

済
第
３
回
協
議
会

(H
1
5
.3

.2
4
) 
第
４
号
議
案

日
置
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

1
月

2
1
日
市
来
町
、
東
市
来
町
、
伊
集
院
町
、
日
吉
町
、
吹
上
町
、
金

峰
町
（
６
町
）

6
8
,6

5
2
新
設

平
成

1
6
年

1
0
月

済
第
４
回
協
議
会

(H
1
5
.4

.1
6
) 
第
８
号
議
案

薩
摩
東
部
地
区
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

9
日
宮
之
城
町
、
鶴
田
町
、
薩
摩
町
（
３
町
）

2
6
,8

8
0
新
設

平
成

1
7
年

1
月

1
1
日

済
第
３
回
協
議
会

(H
1
5
.6

.1
1
) 
第
５
号
議
案

姶
良
西
部
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
加
治
木
町
、
姶
良
町
、
蒲
生
町
（
３
町
）

7
4
,4

4
9
新
設

継
続
協
議
中

第
２
回
協
議
会

(H
1
5
.5

.2
0
) 
第
２
号
議
案

吉
松
町
・
栗
野
町
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
栗
野
町
、
吉
松
町
（
２
町
）

1
3
,0

4
7

曽
於
北
部
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
1
日
大
隅
町
、
財
部
町
、
末
吉
町
（
３
町
）

4
4
,1

0
9

曽
於
南
部
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
松
山
町
、
志
布
志
町
、
有
明
町
、
大
崎
町
（
４
町
）

5
1
,2

5
2

肝
属
東
部
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
串
良
町
、
東
串
良
町
、
内
之
浦
町
、
高
山
町
（
４
町
）

4
0
,3

4
2
新
設

平
成

1
7
年

1
月

1
日

済
第
２
回
協
議
会

(H
1
5
.5

.1
4
) 
第
４
号
議
案

屋
久
島
地
区
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
上
屋
久
町
、
屋
久
町
（
２
町
）

1
3
,9

1
4

姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会

平
成

1
5
年

4
月

1
日
国
分
市
、
溝
辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人
町
、

福
山
町
（
１
市
６
町
）

1
2
8
,4

5
1

県
内

の
他

の
協

議
会

に
お

け
る

合
併

期
日

等



先進事例における法的手続きの状況（合併期日関係）

合併市町名・方式・人口 篠山市 西東京市 潮来市 さいたま市 大船渡市 静岡市 宗像市
(新設） (新設） （編入） (新設） （編入） (新設） (新設）

項  目 46,420 183,636 31,886 1,046,395 44,356 701,769 93,233

合 併 協 定 書 調 印 H10.4.27 H12.8.10 H12.7.13 H12.9.5 H13.8.31 H14.4.2 H14.5.30

市 町 村 議 会 議 決 H10.4.28 H12.8.11 H12.7.19 H12.9.25 H13.9.6 H14.4.18 H14.6.26

合 併 申 請 書 提 出 H10.7.6 H12.8.16 H12.7.31 H12.10.10 H13.9.7 H14.4.19 H14.7.3

総 務 大 臣 協 議 － H12.8.18 － H12.10.12 － H14.4.26 H14.5.17

総 務 大 臣 回 答 － H12.9.14 － H12.11.1 － H14.5.29 H14.6.10

県 議 会 議 決 Ｈ10.9.24 H12.10.4 H12.9.22 H12.12.22 H13.9.19 H14.7.11 H14.10.11

総 務 大 臣 官 報 告 示 Ｈ11.1.13 H12.11.17 H12.12.11 H13.1.25 H13.10.16 H14.9.9 H14.12.4

合 併 の 期 日 Ｈ11.4.1(木) H13.1.21(日) H13.4.1(日) H13.5.1(火) H13.11.15(木) H15.4.1(火) H15.4.1(火)

先進事例における手続きに要した日数

合併市町 篠山市 西東京市 潮来市 さいたま市 大船渡市 静岡市 宗像市
項  目 (新設） (新設） （編入） (新設） （編入） (新設） (新設）

合 併 協定調印→合併の期日 １１ヶ月 ５ヶ月 ９ヶ月 ８ヶ月 ３ヶ月 １２ヶ月 １０ヶ月

合 併 申 請 → 合 併 の 期 日 ９ヶ月 ５ヶ月 ８ヶ月 ７ヶ月 ２ヶ月 １１ヶ月 ９ヶ月

合 併 申 請 → 県 議 会 議 決 ３ヶ月 ２ヶ月 ２ヶ月 ２ヶ月 １ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月

合 併 申 請 → 官 報 告 示 ６ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ４ヶ月 １ヶ月 ５ヶ月 ５ヶ月

県 議 会 議 決 → 合 併 の 期 日 ６ヶ月 ４ヶ月 ６ヶ月 ４ヶ月 ２ヶ月 ９ヶ月 ６ヶ月

県 議 会 議 決 → 官 報 告 示 ４ヶ月 １ヶ月 ３ヶ月 １ヶ月 １ヶ月 ２ヶ月 ２ヶ月

官 報 告 示 → 合 併 の 期 日 ３ヶ月 ２ヶ月 ４ヶ月 ３ヶ月 １ヶ月 ７ヶ月 ４ヶ月

投 票 日 H11.4.25 H13.2.18 H13.5.27 H15.4.13 H15.4.27

合 併 期 日 → 投 票 日 ２５日 ２９日 ２７日 １３日 ２７日


